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は じめ に

学問 とは何か。自然科学や社会科学は対象 こそ違ってはいるが、それぞれの科学的真理や法則

性 を究明することにある。社会科学の一翼を担う経営学関連の学問は応用科学 として社会的貢献

を担っている。学問は社会的な有用性 を持つことによってその存在意義を持つことになる。この

場合の社会的有用性 とは、一元的なものではな く、社会一般を対象 としなければならない。経営

学 は利潤追求の学、すなわち一般的には金儲け論 と捉えられることもあるが、学問的には企業概

念の体制関連性 と経営概念の体制無関連性(*1)に よって規定されてお り、経営概念が資本主義体

制の中で企業経営体 として存在することから、企業のための経営であ り、すなわち金儲けと考え

られているにす ぎない。経営学の役割 も経営 という行為を通 して社会的貢献 をすることにある。

経営学関連の学問 も基本的に同じである。1つ の専門領域 として、より具体的な問題解決を要求

されてはいるが、学問は基本的に中立的であ り、特定のものの利益 を追求するとすれば、その存

在意義を放棄することになる。 ここで とりあげようとする広告論 も、その方法論や姿勢如何では

単 なる御用学にすぎなくなる危険性を持っている。誰のための学問か。企業のためか、消費者の

ためか ということである。

1広 告 の役割

広告 とは文字通 りに解釈すれば、広 く知 らしめることである。誰が、誰 に対 して、 どのように

して、何 を知 らしめるかは個々の広告の問題ではあるが、少な くとも広告が、意識的 ・無意識的

な対象者 に対する情報伝達の役割を担っていることは確かである。広告には様々な定義があるが、

「広告主が所定の人々を対象 にし、広告目的を達成するためにお こなう商品 ・サービス ・アイデ

ア(考 え方、方針、意見などを意味する)に ついての情報伝播活動であり、その情報は広告主の

管理可能 な広告媒体 を通 じて流されるものである。」(*2)というのが総括的である。広告は、商

品やサービスの情報伝播活動だというのが、その主旨であ り、一般的な見解といえる。広告論は

マーケテ ィングの1領 域であるが、マーケティング領域でのコンシューマ リズムの浸透ほどには、

広告 に関 しては消費者の主権を主張す る見解 は乏 しい。それは、広告の現実的な役割が、「売る
ヒ

ための広告」であり、売上げに寄与するような 「効果のある広告=よ い広告」 という範疇か ら逸

脱できないからである。前述の引用 した定義のあ とに、「企業の広告 目的の遂行はもとより、消

費者 または利用者の満足、さらには社会的 ・経済的福祉の増大化な どの機能」(*3)が当然考慮 さ

れると記 されている。しか し、企業が広告 を通してどれだけ真剣に消費者や社会的 ・経済的福祉
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を考慮 しているのか、具体的な記述は見 られない。言葉で表現することは容易であるが、具体的

な施策として表現されてはじめてこうした表現は意味を持つといわざるを得 ない。広告の実際的

な役割が効果を求めるがゆえに、規範 よりも実効性が求められ、時には倫理性が疑われるような

広告がおこなわれることになる。広告論 は単なる技術 的手法にす ぎないのであれば、効果や結果

のみを考慮することで役割 を果たしうるか もしれない。 しか し、消費者 にとっては広告は商品を

知るための第一歩である。客観的で社会的有用性 を持つ広告 にするためには、広告のあ り方その

ものが問われなければならない。以下、現在の広告のあり方を検討 しながら、広告のあるべ き姿

を考えてみたい。

2広 告 論 につ い ての検 討

ここでいう広告とは、主 として新聞 ・雑誌 ・ラジオ ・テレビなどのいわゆるマスコミ媒体 を通

しておこなわれるものを対象 としている。広告にはそれ以外 にも屋外広告、交通広告、ダイレク

トメール、店頭広告、その他、展覧会やカタログによるものなど多彩 に存在 している。表1は 、

1995年 度の企業の宣伝広告費(*4)で ある。1社 当た り数百億 円もの宣伝広告費をかけることに

よって様々な情報が市場に流 されている。こうした多額の広告をしてもまだ利益が上げ られる構

造 とは一体何なのだろうか。生産コス トか ら考えれば、宣伝広告費 もコス トの一部であ り、当然

表195年 度の広告宣伝費ランキング (単位 は百 万 円,%)

95年 度 94年 度 企業名 宣伝費 対前年度伸び率
1 2 トヨタ 自動車 70,918 82.0

2 1 花王 49,237 6.9

3 5 日産自動車 46,703 35.4

4 3 松下電器産業 42,668 3.7

5 7 三菱自動車工業 40,966 22.3

6 6 サ ン ト リー 39,684 15.4

7 4 ダ イ エ ー 37,644 1.3

8 10 本田技研工業 36,373 31.0

9 8 NEC 32,984 8.4

10 21 日本電信電話 31,380 40.6

11 17 ニ ッセ ン 29,945 29.3

12 13 サ ッポ ロ ビール 29,527 16.8

13 11 日1製 作所 ...

7.5

14 16 キ リン ビー ル 28,053 19.8

15 9 資生堂 27,707 一2
.4

16 12 ア サ ヒ ビー ル 26,694 5.1

17 23 高島屋 24,932 17.9

18 19 味の素 23,682 3.5

19 15 シ ヤー プ 22,899 一3
.2

20 14 東尽電力 22,686 一4
.2

21 20 ライ オ ン 22,423 一 〇
.7

22 22 東芝 22,279 0.4

23 24 積水ハウス 21,149 12.2

24 18 日本たばこ産業 20,826 一9
.7

25 25 ジ ヤス コ 19,749 4.9

26 26 松下電工 19,392 5.1

27 29 鐘紡 17,765 10.7

28 30 富士写真フイルム 17,448 9.7

29 36 武田薬品工業 17,428 18.6

30 31 ソ ニ ー 17,313 9.0
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のことなが ら多額の宣伝広告費は製品の価格の中に反映 されている。たとえば、花王の宣伝広告

費は、対売上げ比の8%を 占めている。単純 に考えると3000円 の定価 のうち、240円 は製品その

ものの価格ではな く、宣伝広告費が転嫁 されたことを意味 している。広告の受け手である消費者

は、好む と好 まざるとにかかわらず、こうした広告を見せ られている。

広告の作 り手は、広告の社会的機能 について、次のような観点について吟味 している(*5)。情

報伝達機能、説得的機能、物質主義の強調、意味づけ機能、消費の画一化、低俗化現象について

である(*6)。以下、作 り手のいう社会的機能について簡単 に検討 してみる。

情報伝達機能とは、どのような商品が どこにあるかを教 えてくれるものであ り、よりよい購買

活動のための選択肢を広 げて くれるものだとい う。 しかも、「学校教育では、中立的で、厳正な

知識を体系的に教えて くれるが、新 しい商品、あるいはそれに関係する情報 については必ず しも

十分 とはいえない(ア ンダーライン筆者)」(*7)の で広告 によって教 えることができるとい う意

味で社会教育の一翼 を担うとする。学校教育の中立性 という問題はここではとりあげないが、 こ

の文章の意味するところは、新 しい商品情報 も中立的であることがいいたいのか、学校教育は中

立的だが、その中では捉えきれない情報 を提供 しようといっているのかよくわか らない。後者の

場合は、中立性を放棄することになる。学問自体の中立性の観点か らすれば、社会教育の担い手

とい う限 りにおいては、著者は後者を意図 してはいないことになる。前者の場合、新 しい商品情

報が中立的なものであるというけれども、実際に中立的な情報が伝達 されているかというと、 こ

れまた疑問である。マスメディアを通 して流 されている広告には、公的なもの もあるけれ ども大

半が企業広告であ り、 しか もそれは、企業側の一方的な宣伝にすぎないからである。

説得的機能については、広告 は伝統的に説得的機能を持ってお り、それが消費者に浪費を強い

るという意見 と需要は個人的所得の増大 によるものであるとい う2つ の見解が存在 しているとい

う。問題 は、広告に説得的な要素があるか どうかであり、商品の需要拡大の根拠 として広告が影

響 したか否かではない。前者の浪費 を強いる理由として、厂消費者の感情 に働 きかけ」(*8)るこ

とで、購買意欲 を刺激するからだという。情報伝達機能の項では中立的という表現 をしているに

もかかわ らず、感情に働 きかけるということは、消費者に対 して理性的 ・論理的に説明するので

はな く、感性 に訴えることを意味 している。 この辺は広告 としての本音をあらわしていると思わ

れる。広告 とは客観的、正確 な情報の提供ではなく、その商品をイメージ的に提示 し、受け手に

訴えかけるものでなければならないとい うことである。合成洗剤の広告のキャッチフレーズであ

る 「白さと香 り」あるいは 「輝 く白さ」 という表現は、まさにイメージ的な広告の代表である。

物質主義の強調 とは、広告が物質を基にした消費生活を強調 したか とい う問題である。大量消

費時代 という言葉があるように、物質的な豊かさを強調 したのは何 も広告だけではない。広告の

役割を過小評価するわけではないが、経済的な発展や所得の増大など、その要因となったものは

多々あり、広告だけが物質主義 を促進させたわけではない。

意味づ け機能 とは大衆に対する操作性の問題である。広告は受け手が直接体験で きないことを

疑似環境 によって体験 させ、その理由を意味づけることをい う。つ まり、消費生活 をする中で、

ある商品を購入するとどのような生活がで きるのかをイメージさせて くれる役割を持っていると

いうのである。そこには次のような例が挙げられている(*9)。あるワインはおい しいだけではな

く、飲む と 「あたたかい雰囲気を作 り出す」 とか、あるシャッは 「現代的なカッコよさ」 をあら

わ しているという例である。こうした意味づけが生活に大 きな役割を果た し 「消費生活のあり方

を子 どものうちか ら教育 している」 という。問題はこうした感性に訴えることが教育なのかとい

61



うことである。感性を育てる情操教育 もあるが、この場合は、新 しい生活様式を示 してはくれる

か もしれないが、逆に軽薄(軽 チャー)文 化を蔓延 させることが短所であるという指摘 もある(*

1°)。表面的で、底の浅い生活様式が文化であ り、あるいは、その提示 を教育であると考えている

のならば、誰のための何のための教育かが問われなければならない。この大衆操作の過程で、タ

レン トの起用が積極的におこなわれている。あの人が勧めているから、あるいは使っているから

という疑似環境の創作である。後述する肖像権 の問題 を含めて、検討されるべき問題である。

消費の画一化 と低俗化現象について、前者 は疑似環境の多数による共有化が流行を作 り、流行

とは消費の画一化であるとする。また、その中での広告の役割は、疑似環境 と現実の間に介在 し

て生活のあ り方を決め、画一化の促進をおこなうものと考えられている。現実の広告の影響が大

きいことは否定 しないが、個性が尊重され、自我の確立が求められる時代に、まだ画一性 を共有

化 して安心感 を持たせることを目的 とするのでは、社会的に個性 を主張 し、自分の意見 を主張す

ることをめ ざす教育 とは裏腹な存在 といわざるを得ない。 もし誰 もが流行を追いかけ、同 じファ

ッシ ョンをまとい、町中が同じ服装で溢れれば、それは広告の勝利かもしれないが、人間の個性

は没 して しまったに等 しい。同じことが低俗化現象にも該当する。周囲に安易 に迎合 して、それ

で安心感や満足感が生 まれるとすれば、物事 を真剣に考えなくても周 りの様子 を見ていればいい

ことになる。低俗化せ ざるを得ないことの理由を、多 くの人に特別の訓練や知識 を必要 としなく

とも受け入れられる ものでな くてはならないからと弁明(*1')は しているが、それは、公平な客

観的情報ではなく、あ くまで販売促進 を目的とした企業のためのものであるか らに他な らない。

また、社会教育 とは、ある程度の啓蒙活動を含むものであ り、質の高い情報を提供 してくれれば、

消費者の啓蒙にもなるのである。広告が低俗化すれば、悪循環 としてどんどん低俗化 していかざ

るを得な くなる。はたして、それで社会教育の一翼を担 うことがで きるのであろうか。

広告論 に関する、そのアプローチについて検討 してきたが、学問的な体裁 を整備するために

様々な観点か らの吟味がおこなわれているにもかかわらず、結局は効果的な広告でなければなら

ないし、販売促進上有効な広告でな くてはならないというのが現状である。広告が、社会教育の
一環 として位置づけられ

、一企業のためではな く公正な情報提供 という役割を担い、消費者教育、

あるいは啓蒙活動 として社会的機能を果たす ようになれば、広告の重要性 も増 して くるように思

われる。

3広 告 の良心

本来、広告は商品情報 ・知識を消費者に正確に伝 えるためにおこなわれるべ きものである。商

品の内容 ・機能 ・使用方法、成分、あるいは原材料、価格など、消費者が商品に対 して知 りたい

と思っている情報 は数多 くある。こうした要求に広告が応えているか というと否定的ならざるを

得 ない。企業は商品を売るために、実際の性能以上 に商品を美化 し、あるいはイメージ化 を図る

ことによって、 よりよい商品であることを印象づけようとする。広告論は、広告の作 り方、社会

的役割、効果測定方法などを論 じているが、それは一面的な理論であり、現実の広告の実態 に踏

み込まなければ、虚偽的あるいは詐欺的な広告論で しかない。「売れる商品」=「 よい商品」で

ないのと同様 に、「効果のある広告」=「 よい広告」ではない。 もちろん、企業の側にとってみ

れば、それらはよい商品であり、よい広告かもしれない。 しか し、消費者 にとっては、売れる商

品であった り、効果的な広告であることによるメリットはない。見栄えの良さ、 目新 しさ、利便

性などを強調することで購買意欲 をか き立てる広告のおかげで、多 くの消費者がそれに惑わされ
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ている。知名度 とは恐ろしいもので、テレビで流 されたり、よく知 られた商品であれば、消費者

は疑い もな く、安心 してその商品を購入する。無名の良心的なメーカーが、昔ながらの製法で良

質の商品を作っても、ほとんどの消費者は買おうとはしない。値段が高めだというだけではなく、

そのメーカーを知 らないか らである。「高いモノはいいモ ノだ」 とい う消費者心理からすれば、

当然購入量が増えて もいいにもかかわらず、実は、「高いモノはいいモノ」 という前提 には、「よ

く知 られたメーカーのものの中で」 という前提がついている。様々のメディア媒体を使って宣伝

広告 を流せるだけの企業は、知名度が増 し、中小企業はそれだけの資金力がな く、いつまでたっ

ても知名度が浸透 しない。しか し、知名度の高低は商品の善 し悪 しと必ず しも一致 したものでは

ない。1つ の例 として、醤油 をとりあげてみる。

「キ ッコーマン」 というよく知 られたメーカーの醤油 と近藤醸造の 「キッコーゴ」 という醤油

がある。前者はわが国の醤油の トップメーカーであ り、後者 は1零 細企業にす ぎない。 しか し、

後者の醤油は国産の大豆 と小麦を使用 し、塩、種麹を用いて1年 以上熟成 して製造 したものであ

る。伝統 的な製法で作 られた醤油が1リ ットル当た り534円 であるのに対 して、前者は原料 とし

て脱脂加工大豆を主原料 とし、輸入大豆、輸入小麦、塩、ブ ドウ糖、アルコール等 を用いて醸造

する。醸造期間は2～6カ 月で、短期問に速成醸造 したものであり、実勢価格は328円/㍑ であ

る。技術 の進歩が微妙な温度 管理を可能にすると同時に、本来の原料でなくても類似商品が作 り

出せるというこのような状況を、科学技術 の進歩 と評価することもで きる。 しかし、日本の伝統

的な保存調味料である醤油 を脱脂加工大豆を使 ってコス トダウンを図 り、味の乏 しさを補 うため

に添加物を加 える。国産大豆はタンパク質の割合が多 く、油分は少ないため、味噌 ・豆腐 ・醤油

などの伝統的な食品に適 したものであった。一方、輸入大豆は油分が多 くタンパク質分は少なめ

であ り、本来は日本の伝統的食品には不適であったにもかかわらず、食の欧米化が進む中で、食

用油の原料 として輸入され始めたのであるが、価格競争力 も強 く、輸入大豆の増加に伴 って国産

大豆の生産量は減少 して きた。さらに、ここ数年遺伝子操作 による輸入大豆が急増 し、消費者の

不安材料 となっている。大手メーカーの醤油は、基本的に脱脂加工大豆 を用いて製造 され、流通

している。「悪貨 は良貨を駆逐する」 とは経済学上の常識であるが、商品の上でも同 じことがい

えなくもない。似てあらざるものが本物の商品を駆逐 して しまっている。それでも、最近の消費

者の本物志向を反映 して、大手メーカーも有機大豆 を使用 した商品を開発 して流通 させている。

但 し、製造 コス トを考 えると、 とても1年 以上醸造 したものとは思えないのだが。

「嘘も100回 繰 り返せば本当になる」 とはプロパガンダの神髄を表 した言葉であるが、 日々繰

り返され るテ レビ ・ラジオのCMを 見 ている と誰 もがそれを当たり前のことだと認知 してしまい、

見慣れたものに対 して安心感を抱 くことになる。先 にも挙げた合成洗剤の 「白さ」を強調する広

告 は、合成洗剤の成分にどのようなものが使 われてお り、それぞれの原料の役割が何であるかを

知れば、詐欺的なものである。「白さ」 は、合成洗剤の主成分であるLAS(直 鎖アルキルベ ンゼ

ンスルホン酸ナ トリウム)の おかげではない。LAS自 体 も環境や生態系 に対する毒性が強 く問

題(*12)で あるが、LASの 洗浄力 は石鹸にやや劣 るものであるにもかかわ らず、石鹸より白く見

える。それは原料の蛍光増 白剤の作用 に他ならない。蛍光剤は紫外線が当たると白く見えるため

の染料である。合成洗剤で洗うと、蛍光剤のおかげで白 くなり、汚れが落ちたように錯覚 をする。

しかし、実際には汚れが落ちたことと白くなったこととはイコールではない。蛍光剤 にこだわる

理由は、それが食品衛生法や 日本薬局方 ・薬事法上の規制物質だか らである。蛍光剤の主成分で

あるジアミノステルベンは、非常 にものに移 りやす く、耐薬品性があり、分解 しにくいだけでは
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な く、体内に入ると染色体やタンパク質 と結びついて蓄積 し、代謝異常や発ガン性があるといわ

れている。それ故、上記法律 により、紙ナフキン、容器包装材料、台所用ふ きん、包帯 ・ガーゼ

等、生理用品や トイレットペーパー、ノー トなど多 くの日用品への使用が禁止 されているもので

ある。 また、新生児 ・乳幼児用の肌着等はメーカーの自主規制によって蛍光加工がおこなわれて

いない(通 常の白い衣料品はほとんど蛍光加工 されている)。 しか し、蛍光加工 を自粛 した新生

児用品を家庭で合成洗剤で洗 うと、蛍光剤が衣類 に付着 し、蛍光加工をしたのと同 じ状況になる。

せっか くの法的 ・自主的規制が実際的には何の役 にも立たないことになる。合成洗剤 メーカーは

こうした事情を知っていなが ら、なお 「白さ」 を強調 したCMを 流 し続ける。最近、一部の合成

洗剤、あるいは分解物が環境ホルモ ン(内 分泌撹乱化学物質)と して問題 になつている。 しかし、

メーカーは実験データの公表はしていない。こうした消費者の不安に答えるの も広告の役割では

ないだろうか。

広告の制作者は、企業の利益追求のために、多 くの消費者に、実質的な不利益 を与えて きたこ

とを知 るべ きである。広告があくまで販売促進のための技法にす ぎないのであれば、消費者にと

って有益 なものではない。 しか し、技術 としての普遍性 を認識 し、客観的な情報 を如何に効果的

に知 らせるかという立場で展開で きるのならば、広告の役割には、 まだまだ発展の余地があると

思われる。

4広 告 とマス メデ ィア

消費者団体 は、企業活動を監視する中で、多 くの批判や問題点を指摘 している。しか し、こう

した指摘がマスメディアを通 して流 される割合 はかなり低い といわざるをえない。その原 因は、
マスメディアの成立している構造にある。テレビ ・ラジオ ・新聞 ・雑誌等のいずれのメディアも、

その収入の基本は企業の宣伝広告費である。新 聞 ・雑誌は購読料収入 もあるが、民放テレビ、ラ

ジオの収入 に占める宣伝広告費の割合はかな り高い。こうした、いわゆるスポ ンサーをメディア

を通 して批判すると企業や業界から広告収入 をたたれることになる。刑事事件や社会的な事件 を

引 き起こせば別であるが、 °的にマスメディアの企業への批判的視点は弱いといえる。ある老

舗のデパー トが総会屋 を使い、なおかつその間連企業に便宜を図ったとして商法違反で起訴され、

社会的な批判 を浴びたことがあった。 しか し、その数カ月か後に、そのデパー トが新宿 に新規オ
ープンすると、マスコミは 厂新宿デパー ト戦争」 として商戦をあお り、商法違反問題は影 を潜め

てしまった。マスメディアにとって企業の批判 をしても実質的なメリッ トはないが、企業が宣伝

広告費を投 じて くれるのであれば、その方がいいわけである。基本的に、宣伝広告費を支払 って

くれる企業に対 して、メディア側がそれを拒否するという事態をほとんど聞かない。マスメディ

アに属する人々は、情報の担い手として、また、社会的な進歩人を自認する人々も多いが、マス

メディア自体 も個々の企業にすぎず、資本主義経済社会の中での自主的な活動体であ り、資本の

運動体である という宿命 から逃れることはできない。

広告の一般的手法 としてタレントを使った広告がある。人気 タレン トを起用 して、疑似環境 を

設定 し、同じ商品を使いたいという気持ちを喚起させ る。あの人が勧 めているか ら、あるいは使

っているか ら使 ってみたい という安心感を消費者に与 えるのである。そのため、広告の制作者 は、

高額の契約料 を払って積極的に人気 タレン トを使った広告、主 としてテレビCMが 流 される。問

題は、もし、商品に欠陥があ り、消費者が被害 を被った場合、そのタレントに責任が生 じるかど

うか ということである。 タレン トはCMに 出演することで多額の報酬 を得 られるとともに、 自ら
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を売 り込むこともでき、安易 に出演する傾向にある。 しか し、過去にアメリカでは、「有名人は

出演CMで 被害が生 じた場合、個人的に責任 をとらなければならない」 という連邦取引委員会の

通告(*'3)が あ り、実際に、広告代理店 とタレン トに対 して損害賠償の支払いがおこなわれた例

がある。以後アメリカでは、 タレントがアメリカ国内でCMに 出演することに対 しては、慎重に

なったといわれている。 日本ではまだそうした例は聞かないが、タレントの影響力は大 きく、当

然のことなが らタレントを含めて、責任の一端を負 うべ きである。タレントといえども、人気に

あ ぐらをかかず、1社 会人 としての見識 と信念を持って行動すべきであるが、残念ながらタレン

トを含めて、所属事務所、マネージャー、広告代理店などタレン トを取 りまく環境にそうした発

想 はない。安易にタレン トがCMに 出演 しな くなれば、疑似環境 の設定 というCM手 法 も変更 さ

れ、質の高いCMへ の脱皮 も容易 になるかもしれないのだが。

5消 費者 の た めの広 告 を

科学技術が高度化 したことによって、一般の人々が商品の製造過程や成分 ・原材料、製造方法

等について知ることはほとんど困難になって きた。また、多 くの原材料が世界各国から輸入され、

食料についてもわが国の自給率の低下が問題 となっている。商品が複雑化 ・高度化 し、原材料が

多様化する中で、消費者が知 りたい情報は、商品についての具体的な情報である。

イメージや感性 に訴えるのではなく、マスメディアが本当の情報の担い手になるためには、何

よりも広告の主である企業が良心的な経営をしな くてはならない。 よい原料 を使い、安全 な商品

を提供 し、原材料や成分を公表することで消費者に理解 と納得のい く商品情報を提示すべ きであ

る。最近、化粧品の成分を公表 しようという化粧品業界内の動向がある。当然好ましいことであ

るが、現行 の化粧品の原材料 を考 えると、どのような形で どこまで公表できるのかははなはだ疑

問である。化粧品は伝統的に化学物質の集大成であ り、直接皮膚 に関係する、CM風 にいうとお

肌のためになる物質は動植物性の油脂や殺菌剤程度である。 これす らも皮膚にとっては問題物質

なのだが、それ以外の成分は化粧品を作 るための化学的な基材 にす ぎない。成分の公表はこうし

た化粧品の問題点を公表することにもなる。

メディア自体 も低俗で視聴者 に媚びを売った り、企業に迎合することをやめ、質の高い番組 ・

情報を提供すべ きである。意識的 ・無意識的に、直接 ・間接 に大 きな影響力を持つマスメディア

自体の体質改善が望まれるが、それは、また別の機会に論 じたい。

企業が、原材料や成分表示などの商品情報を提供 ・表示 して くれれば、それに基づいて商品の

選択をするのは消費者の問題である。公表された情報か ら判断 して、好 ましくないと思 えば購入

しなければよい し、情報が納得で きれば、あるいは許容範囲であれば購入すればよい。この選択

権を得ることではじめて消費者が主体者にもなれるのである。合成洗剤の 「白さ」の問題 も、白

さは蛍光剤の故であ り、界面活性剤や蛍光剤にどのような作用 ・副作用があるか を説明すればよ

い。メーカーは安全性 を強調するが、実験室段階で催奇性や奇形の発生、胎仔保有率の低下など

が確認 されている。安全 を強調するのなら、実験データや方法などを開示すべ きである。関連業

界での自主規制や法的規制がおこなわれている蛍光剤について も同様である。環境ホルモ ンに関

して、 日本即席食品工業協会が出 した意見広告(*'4)は、業界独 自の実験 に基づ く意見表明であ

るが、消費者団体や第3者 機関 との実験結果 と異なり、その後の議論 に発展 している。その経緯

には触れないが、カップ麺の容器の安全性の主張にもかかわらず、従来の発砲スチレン製ではな

い紙容器製のカップ麺 も販売されるようになっている。業界の意向はともか くとして、消費者が
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不安 を持てば容器を変えざるを得ないという1つ の例である。カップ麺業界の情報提供の客観性

が問われる例ではあるが、こうした情報は積極的に公表 されるべ きであ り、実験方法や環境等詳

細に公開することで、他の研究機関での検証にも役立つことになる。

世は情報時代であり、確かに、多 くの情報が飛び交 う現状の中で、 しか し、ベールにおおわれ

た情報も数多い。企業情報の公開で問題になるのは、企業秘密である。特許は一定期間法的保護

があるが、製法特許や実用新案等 については、類似技術の開発 は容易である。この辺の法的な処

理が検討されない限りは、企業情報の公 開という問題は容易に解決 されないかもしれない。事実、

それを口実 として公開されていないのが現状だか らである。 しか し、これについては別の機会に

検討 してい きたい。
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